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(57)【要約】
【課題】鉛直荷重支持部の硬質板との接触による弾性支
承部の破損を効果的に防止し、弾性支承部の耐久性を長
期に亘って維持可能とする。
【解決手段】鉛直荷重支持部９の内層鋼板１０と貫通孔
８の内面との間に、鉛直方向の軸体１２を複数配置して
、弾性支承部２のせん断変形に伴う鉛直荷重支持部９の
追従変位を、軸体１２を介して行うようにした。よって
、弾性支承部２のせん断変形に伴う鉛直荷重支持部９の
変位態様が安定し、内層鋼板１０の食い込みによる弾性
ゴム板３の破損を効果的に防止可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の軟質層と硬質層とを鉛直方向へ交互に積層し互いに接着してなる弾性支承部と、
その弾性支承部の内部に鉛直方向へ形成された貫通孔内に設けられ、複数の硬質板を鉛直
方向へ積層してなる鉛直荷重支持部と、を備え、前記弾性支承部の水平方向のせん断変形
に伴い、前記鉛直荷重支持部が追従して水平方向へ変位可能とした支承装置であって、
　前記貫通孔内における前記硬質板と前記貫通孔内面との間に、鉛直方向の軸体を複数配
置して、前記弾性支承部のせん断変形に伴う前記鉛直荷重支持部の追従変位を、前記軸体
を介して行うようにしたことを特徴とする支承装置。
【請求項２】
　前記軸体は、硬質の心棒の外周に弾性体を被覆したものであることを特徴とする請求項
１に記載の支承装置。
【請求項３】
　前記軸体は、横断面が正方形又は矩形であることを特徴とする請求項１又は２に記載の
支承装置。
【請求項４】
　隣接する前記軸体間で上端同士を互いに連結したことを特徴とする請求項１乃至３の何
れかに記載の支承装置。
【請求項５】
　一本おきの前記軸体間で上端同士を互いに連結し、当該軸体群を前記貫通孔内の上部か
ら吊り下げ支持する一方、前記軸体群の間に位置する前記軸体を、前記貫通孔の底部上で
起立させることを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の支承装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋梁等の構造物や住宅等の建築物の支持に用いられる支承装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　支承装置としては、特許文献１～３に示すように、弾性ゴム板（軟質層）と金属板（硬
質層）とを鉛直方向へ交互に積層し互いに接着してなる弾性支承部と、その弾性支承部の
内部に鉛直方向へ形成された貫通孔内に設けられ、複数の金属板（硬質板）を鉛直方向へ
積層してなる鉛直荷重支持部とを備えた構造が知られている。この支承装置は、例えば橋
桁と橋脚との間に設置され、弾性支承部は主に水平荷重に対応し、せん断変形することで
エネルギー吸収を図る一方、鉛直荷重支持部は主に橋桁からの鉛直荷重を受けて橋脚へ伝
えるようになっている。
【０００３】
【特許文献１】特開昭６２－１４１３３０号公報
【特許文献２】特開平９－２９６８４５号公報
【特許文献３】特開２００６－７７３９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の支承装置においては、水平荷重に対して弾性支承部がせん断変形した際に、
弾性支承部と当接した鉛直荷重支持部も追従して貫通孔内で水平方向へ変位することにな
る。しかし、金属板間に発生する摩擦係数の影響により、金属板の変位にムラが生じるこ
とがあるため、せん断変形の繰り返しに伴い、突出した一部の金属板が弾性ゴム板に食い
込んで当該弾性ゴム板を破損させるおそれがある。よって、弾性支承部の耐久性が低下し
、延いてはエネルギー吸収特性の劣化に繋がってしまう。
【０００５】
　そこで、本発明は、鉛直荷重支持部の硬質板との接触による弾性支承部の破損を効果的
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に防止し、弾性支承部のせん断性能を長期に亘って維持可能となる耐久性を持ち合わせた
支承装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、貫通孔内における硬質板と貫通
孔内面との間に、鉛直方向の軸体を複数配置して、弾性支承部のせん断変形に伴う鉛直荷
重支持部の追従変位を、軸体を介して行うようにしたことを特徴とするものである。
　請求項２に記載の発明は、請求項１の構成において、軸体の剛性を確保すると共に、軸
体に起因する軟質層の破損等を防止するために、軸体は、硬質の心棒の外周に弾性体を被
覆したものであることを特徴とするものである。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２の構成において、硬質板と貫通孔内面との有
効な接触防止を可能とするために、軸体は、横断面が正方形又は矩形であることを特徴と
するものである。
　請求項４に記載の発明は、請求個１乃至３の何れかの構成において、鉛直荷重支持部を
弾性支承部のせん断変形に確実に追従させるために、隣接する軸体間で上端同士を互いに
連結したことを特徴とするものである。
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至３の何れかの構成において、硬質板と貫通孔内
面との接触をより効果的に防止するために、一本おきの軸体間で上端同士を互いに連結し
、当該軸体群を貫通孔内の上部から吊り下げ支持する一方、軸体群の間に位置する軸体を
、貫通孔の底部上で起立させることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、軸体の採用によって弾性支承部のせん断変形に伴う鉛
直荷重支持部の変位態様が安定し、硬質板の食い込みによる軟質層の破損を効果的に防止
可能となる。よって、長期に亘って高い耐久性やエネルギー吸収特性を維持できる。
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１の効果に加えて、鉛直荷重支持部の追従変位
のために軸体に必要な剛性を確保できると共に、軸体との接触による軟質層の破損等を防
止可能となる。
　請求項３に記載の発明によれば、請求項１又は２の効果に加えて、硬質板や貫通孔内面
に対して軸体の側面が面接触するため、硬質板と貫通孔内面との接触防止に有効となる。
　請求項４に記載の発明によれば、請求項１乃至３の何れかの効果に加えて、貫通孔内面
と鉛直荷重支持部との間で軸体がずれたりすることがなく、弾性支承部のせん断変形に鉛
直荷重支持部を確実に追従させて変位させることができる。
　請求項５に記載の発明によれば、請求項１乃至３の何れかの効果に加えて、弾性支承部
が約２倍にせん断変形して貫通孔の内面が伸びても、上下へ互い違いに軸体が分かれるこ
とで、硬質板と貫通孔内面との間での軸体の介在が維持できる。よって、より効果的に硬
質板と貫通孔内面との接触が防止可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、支承装置の一例を示す説明図で、（Ａ）が平面、（Ｂ）が中央縦断面を夫々示
す。支承装置１は、軟質層となる複数の弾性ゴム板３，３・・と、硬質層となる複数の内
部鋼板４，４・・とを鉛直方向へ交互に積層し互いに接着してなる平面視正方形の弾性支
承部２を備えている。弾性支承部２の上部には、橋桁等の上側構造物への取付用のネジ孔
６・・を有した上鋼板５が、下部には、橋脚等の下側構造物への取付用のネジ孔（図示せ
ず）を有した下鋼板７が夫々設けられている。
【０００９】
　また、弾性支承部２の中央には、下鋼板７を底部として上方に開口する平面視正方形の
貫通孔８が形成され、その貫通孔８内には、貫通孔８よりもやや小さい平面視正方形とな
る硬質板としての内層鋼板１０，１０・・が、鉛直方向へ複数枚積層されると共に、最上
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位置には、内層鋼板１０よりも大きい肉厚を有し、内層鋼板１０よりもやや大きい平面視
正方形で、上面が上鋼板５の上面と面一となるスペーサ１１が設けられて、弾性支承部２
の中央に鉛直荷重支持部９を形成している。
【００１０】
　そして、貫通孔８内において、内層鋼板１０の外周側には、複数の軸体１２，１２・・
が配設されている。この軸体１２は、図２に示すように、ピアノ線等の硬質の心棒１３に
、ウレタン等の弾性体１４をコーティングしてなる横断面正方形状で、内層鋼板１０，１
０・・の積層厚みに対応する長さを有し、内層鋼板１０の外周各辺に沿って所定本数ずつ
（ここでは１２本ずつ）直線上に配設されている。各辺における軸体１２，１２・・の群
は、上端が夫々当該辺と平行なピン１５に貫通されることで上端同士が連結され、ピン１
５の両端はスペーサ１１の下面に固着されている。
　従って、各軸体１２は、スペーサ１１から吊り下げ支持されることになるが、弾性支承
部２がせん断変形しない図１の状態では、各軸体１２の下端は貫通孔８の底面に当接して
鉛直方向に起立した格好となっている。
【００１１】
　以上の如く構成された支承装置１においては、前述のように上鋼板５が上側構造物へ、
下鋼板７が下側構造物へ夫々取り付けられると、上側構造物の鉛直荷重は、弾性支承部２
に加えて主に鉛直荷重支持部９によって受けられ、下側構造物へ伝えられる。そして、地
震等によって水平荷重が発生し、上側構造物と下側構造物との間に水平方向の変位が生じ
ると、弾性支承部２がせん断変形してこれに追従し、エネルギーを吸収する。
【００１２】
　この弾性支承部２のせん断変形に伴い、内部の貫通孔８も変形するため、貫通孔８内の
鉛直荷重支持部９も貫通孔８の内面との干渉によって水平方向へ変位することになるが、
当該内面と鉛直荷重支持部９との間には軸体１２が鉛直方向に配置されているので、軸体
１２が貫通孔８の変形と共に傾動して鉛直荷重支持部９の内層鋼板１０を押圧し、間接的
に変位させることになる。特にここでは、内層鋼板１０間に発生する摩擦係数にかかわり
なく、傾動する軸体１２に沿って各内層鋼板１０は夫々略等分に変位するため、内層鋼板
１０の一部が突出することがない。よって、弾性支承部２がせん断変形を繰り返しても、
内層鋼板１０が貫通孔８内面を形成する弾性ゴム板８に直接接触することが防止される。
【００１３】
　このように、上記形態の支承装置１によれば、貫通孔８内における鉛直荷重支持部９の
内層鋼板１０と貫通孔８の内面との間に、鉛直方向の軸体１２を複数配置して、弾性支承
部２のせん断変形に伴う鉛直荷重支持部９の追従変位を、軸体１２を介して行うようにし
たことで、弾性支承部２のせん断変形に伴う鉛直荷重支持部９の変位態様が安定し、内層
鋼板１０の食い込みによる弾性ゴム板３の破損を効果的に防止可能となる。よって、長期
に亘って高い耐久性やエネルギー吸収特性を維持できる。
【００１４】
　特にここでは、軸体１２を、硬質の心棒１３の外周に弾性体１４を被覆したものとして
いるので、鉛直荷重支持部９の追従変位のために軸体１２に必要な剛性を確保できると共
に、軸体１２との接触による弾性ゴム板３の破損等を防止可能となる。
　また、軸体１２の横断面を正方形としているので、弾性ゴム板３や内層鋼板１０に対し
て側面が面接触するため、内層鋼板１０と弾性ゴム板３との接触防止に有効となる。
　さらに、隣接する軸体１２間で上端同士を互いに連結しているので、貫通孔８内面と鉛
直荷重支持部９との間で軸体１２がずれたりすることがなく、弾性支承部２のせん断変形
に鉛直荷重支持部９を確実に追従させて変位させることができる。
【実施例】
【００１５】
　９ｍｍ厚で６層の弾性ゴム板と、３．２ｍｍ厚で５枚の内部鋼板とが交互に積層され、
４２０ｍｍ角で高さが１３４ｍｍで形成される弾性支承部内の中央に、図１と同様に平面
視正方形の貫通孔を形成し、その貫通孔内に、１４０ｍｍ角で厚さが１２ｍｍの内層鋼板
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を５枚積層すると共に、内層鋼板の各辺に、φ２ｍｍのピアノ線の外周にウレタンをコー
ティングした５ｍｍ角で長さが６８ｍｍの軸体を、１２本ずつ当接状態で配置して上端間
をピンで連結して上鋼板に連結し、支承装置を形成した。
【００１６】
　この支承装置に、鉛直荷重Ｒｄ＝８５０ｋＮ（１２Ｎ／ｍｍ２）、せん断歪みγ＝±７
０％、サイクル数Ｎ＝５０００回でせん断疲労試験（水平変位の繰り返しに対する疲労性
の確認試験）を行うと共に、当該せん断疲労試験の１０００回毎に、鉛直荷重Ｒｄ＝４２
５ｋＮ（６Ｎ／ｍｍ２）、せん断歪みγ＝±１７５％、サイクル数Ｎ＝１１回のせん断性
能試験（疲労後の地震時特性の確認試験）を行った。図３に、せん断疲労１０００回毎の
等価剛性の変化を示す。ここで明らかなように、０～５０００回目に亘って略２．０００
ｋＮ／ｍｍで等価水平剛性が推移しており、軸体の採用により、水平変位が繰り返されて
も弾性支承部のせん断性能が安定することが確認できた。
【００１７】
　以下、支承装置の形態の変更例について述べる。
　上記形態では、隣り合う軸体同士は当接状態となっているが、傾動に支障がなければ所
定間隔をおいて配設しても差し支えない。所定間隔をおいて軸体を配設すると、製造誤差
が吸収できる利点がある。
　また、軸体の上端同士をピンによって連結しているが、上端の弾性体部分が連続するよ
うに複数の軸体を一体成形して、軸体間に下端側から切り込みを入れることで櫛歯状の軸
体群を形成したりしてもよい。但し、貫通孔内での軸体の立設状態が維持できれば、この
ような軸体同士の連結手段は省略することも可能である。
　一方、軸体自体の形態も、横断面が正方形以外に、長方形や多角形、円形等でも採用で
きる。勿論心棒も必須でなく、剛性が得られる材料であればなくしてもよい。
【００１８】
　そして、上記形態では内層鋼板の辺毎に配置される軸体の上端をまとめて連結している
が、一本おきの軸体間で上端同士をピンや一体成形等の連結手段で互いに連結し、当該軸
体群を貫通孔内の上部から吊り下げ支持する一方、軸体群の間に位置する軸体を、貫通孔
の底面上で起立させるようにしてもよい。このようにすれば、弾性支承部が約２倍にせん
断変形して貫通孔の内面が伸びることがあっても、上下へ互い違いに軸体が分かれること
で、内層鋼板と貫通孔内面との間での軸体の介在が維持できる。よって、より効果的に内
層鋼板と弾性ゴム板との接触が防止可能となる。
【００１９】
　一方、貫通孔及び内層鋼板の形態も、平面視正方形に限らず、図４に示すように、貫通
孔８と鉛直荷重支持部９とを夫々平面視円形とした支承装置１ａにおいても本発明は採用
可能である。この場合、横断面円形の軸体１２，１２・・が、鉛直荷重支持部９の外周で
同心円上に配置される。この場合も軸体を一本分の間隔で配置し、一本おきの軸体群で連
結して上下へ互い違いに分かれるようにする等、図１の形態と同様の変更は可能である。
　その他、弾性支承部自体の形態も平面視矩形や円形等であってもよいが、正方形や矩形
の方が、外径が同じ場合には円形よりも支圧面積が大きくなる。
　そして、本発明の支承装置は、橋梁用に限らず、建築物の支承に用いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】支承装置の説明図で、（Ａ）が平面、（Ｂ）が中央縦断面を夫々示す。
【図２】軸体の説明図で、（Ａ）が側面、（Ｂ）が横断面を夫々示す。
【図３】実施例での等価水平剛性の推移を示すグラフである。
【図４】支承装置の変更例を示す平面図である。
【符号の説明】
【００２１】
　１，１ａ・・支承装置、２・・弾性支承部、３・・弾性ゴム板、４・・内部鋼板、５・
・上鋼板、７・・下鋼板、８・・貫通孔、９・・鉛直荷重支持部、１０・・内層鋼板、１
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２・・軸体、１３・・心棒、１４・・弾性体、１５・・ピン。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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